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　市では、公共施設等の維持管理及び総量管理につ
いて、長期的かつ計画的な推進を図るため、公共施
設等マネジメント推進審議会を設置します。審議会
では、課題の分析及び改善に向けた調査審議を行い
ます。
　このたび、審議会の委員を募集します。

●応募資格　次の条件をすべて満たすこと
　①応募締切日において 18歳以上であること
　②市内に在住・在勤していること
　③平日の日中に開催する審議会に出席できること
※応募日時点で市の審議会等３機関の委員に委嘱さ
れている方は、応募できません。
●募集人数　３名
●任期　委嘱日から２年間
●報酬　審議会の出席１日につき、6,200 円

●�開催回数　�審議会：年３回程度�
審議会部会：年６回程度

※審議会及び審議会部会を合わせて、年間最大９回
程度開催予定です。
●�応募方法　応募用紙に必要事項を記入のうえ、「応
募理由及び本市の特性を踏まえた公共施設の課題
と解決方法についての考え方」を 800字以内にま
とめ、郵送、 または直接企画課（市
役所３階）へ

※詳しくは、企画課及び市 で配付
の応募用紙をご覧ください。
●�応募締切　５月 23日㈪　午後５
時（必着）
●選考方法　書類審査
※結果は応募者に通知します。

　市のスポーツ行政に市民の意見を反映し、市民と
ともにスポーツ推進を図ることを目的として、本庄
市スポーツ推進審議会を設置しています。
　このたび、審議会の委員を募集します。

●�応募資格　応募締切日において 18歳以上の市内
在住・在勤者（学生を除く）
※応募日時点で市の審議会等３機関の委員に委嘱さ
れている方は、応募できません。
●募集人数　２名
●任期　７月１日から２年間
●報酬　審議会の出席１日につき、6,200 円
●開催回数　年２回程度

●�応募方法　応募用紙に必要事項を記入のうえ、
「本庄市のスポーツ推進について考えること」を
800字以内にまとめ、郵送、 または直接スポーツ
推進課（市役所４階）へ
※詳しくは、スポーツ推進課、カミ
ケンシルクドーム、エコーピア、支
所総務課（アスピアこだま２階）及
び市 で配付の応募用紙をご覧くだ
さい。
●�応募締切　５月 20日㈮　午後５時（必着）
●選考方法　書類審査
※結果は応募者に通知します。

募集

▶市のスポーツ推進のために

本庄市スポーツ推進審議会委員を募集
★スポーツ推進課☎ 25- １１５２

募集

▶公共施設の今後を考える

本庄市公共施設等マネジメント推進審議会委員を募集
★企画課☎ 25- １１５７

ほんじょうインフォメーション

令和４年度　市民税・県民税税額決定通知
書及び納税通知書を発送します

〇給与から特別徴収されている方　
　５月中旬に税額決定通知書を勤務先へ発送
〇普通徴収の方、公的年金から特別徴収されている方
　６月上旬に納税通知書または税額決定通知書を発送

令和４年度（令和３年分）所得・課税証明
書の発行について

　令和４年度（令和３年分）所得・課税証明書は、令和４年度（令和３年分）所得・課税証明書は、
６月 10日㈮から発行を予定しています。６月 10日㈮から発行を予定しています。
〇証明書を発行できる方〇証明書を発行できる方
　次のいずれかに該当する方　次のいずれかに該当する方
・ �・ �市民税、県民税申告をした方市民税、県民税申告をした方
・ �確定申告をした方・ �確定申告をした方
・ �・ �勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている方
・ �年金保険者から公的年金等支払報告書が市へ提出・ �年金保険者から公的年金等支払報告書が市へ提出
されている方されている方
　上記に該当しない方は、市に課税資料がないため、　上記に該当しない方は、市に課税資料がないため、
申告をした後でなければ証明書が発行できません。申告をした後でなければ証明書が発行できません。
収入がない方、家族の扶養になっている方も同様で収入がない方、家族の扶養になっている方も同様で
す。す。
※所得・課税証明書は市民税・県民税の税額決定後※所得・課税証明書は市民税・県民税の税額決定後
に発行できます。なお、当初の申告期間以降（３月に発行できます。なお、当初の申告期間以降（３月
16日以降）に確定申告をした方は、内容を反映し16日以降）に確定申告をした方は、内容を反映し
た証明書の発行までに、日数がかかる場合がありまた証明書の発行までに、日数がかかる場合がありま
すのでご注意ください。すのでご注意ください。

市民税・県民税の納税方法

▶普通徴収▶普通徴収
　納税義務者本人が納付書または口座振替により、　納税義務者本人が納付書または口座振替により、
６月、８月、10月、翌年１月の４回の納期で納め６月、８月、10月、翌年１月の４回の納期で納め
る方法る方法

▶▶給与からの特別徴収給与からの特別徴収
　給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別徴　給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別徴
収税額を天引きし、６月から翌年５月までの 12回収税額を天引きし、６月から翌年５月までの 12回
で納税義務者に代わって納める方法で納税義務者に代わって納める方法

▶▶公的年金からの特別徴収公的年金からの特別徴収
　日本年金機構などの年金保険者が納税義務者の年　日本年金機構などの年金保険者が納税義務者の年
金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引き金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引き
し、４月、６月、８月、10 月、12 月、翌年２月し、４月、６月、８月、10 月、12 月、翌年２月
の６回で納税義務者に代わって納める方法。令和４の６回で納税義務者に代わって納める方法。令和４
年度も引き続き対象者となる方は、前年度の納税通年度も引き続き対象者となる方は、前年度の納税通
知書または税額決定通知書に記載されている「翌年知書または税額決定通知書に記載されている「翌年
度の仮特別徴収税額」が４月、６月、８月支給の年度の仮特別徴収税額」が４月、６月、８月支給の年
金から天引きされます。金から天引きされます。
※４月１日現在 65歳以上で、介護保険料が年金か※４月１日現在 65歳以上で、介護保険料が年金か
ら天引きされている方は、公的年金からの特別徴収ら天引きされている方は、公的年金からの特別徴収
対象者となります。なお、初めて特別徴収が開始さ対象者となります。なお、初めて特別徴収が開始さ
れる年度は、10月支給の年金から天引きされます。れる年度は、10月支給の年金から天引きされます。

★課税課☎ 25- １１２３

市民税・県民税のお知らせ市民税・県民税のお知らせ
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